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本
会
議
で
付
託
さ
れ
た
議
案
等
に
つ

い
て
、
総
務
委
員
会
・
教
育
厚
生
委
員
会
・

予
算
審
査
特
別
委
員
会
及
び
懲
罰
特
別

委
員
会
を
開
き
、
審
査
等
を
行
い
ま
し

た
の
で
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。　

な
お
、
各
議
案
の
内
容
（
ピ
ッ
ク
ア
ッ

プ
）
に
つ
い
て
は
、
一
部
掲
載
で
す
。

（
産
業
建
設
委
員
会
に
は
付
託
案
件
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
）

●
第
34
号　

島
原
市
交
通
災
害
共
済
基

金
条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
条
例
【
可

決
】

Ｑ
Ｌ
Ｅ
Ｄ
防
犯
灯
の
市
内
の
数
は
ど
れ
く

ら
い
か
。
ま
た
、
交
換
す
る
と
基
金
残
高

の
約
６
千
万
円
で
足
り
る
の
か
。

Ａ
今
後
、
取
り
換
え
な
け
れ
ば
い
け
な

い
電
球
が
約
３
千
個
あ
り
、
１
器
当
た

り
約
２
万
円
か
か
る
の
で
、
最
終
的
に
約

６
千
万
円
の
費
用
が
か
か
っ
て
く
る
。

Ｑ
説
明
で
は
、
廃
止
し
て
新
た
な
条
例
を

つ
く
る
と
聞
い
て
い
た
が
、
な
ぜ
全
部
を

改
正
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

Ａ
島
原
市
交
通
災
害
共
済
事
業
を
廃
止
し

た
こ
と
に
伴
い
、
基
金
の
活
用
方
法
を
検

討
す
る
た
め
の
検
討
委
員
会
を
設
置
し

た
。
そ
の
検
討
委
員
会
か
ら
は
こ
の
基
金

は
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
な
い
で
、
新
た

な
も
の
に
対
し
て
活
用
し
て
ほ
し
い
と
の

意
見
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、
全
部
改

正
を
行
っ
て
い
る
。

●
第
35
号　

島
原
市
税
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
【
可
決
】

Ｑ
男
性
の
寡
夫
が
ひ
と
り
親
に
改
正
さ
れ

た
理
由
は
何
か
。

Ａ
男
性
の
寡
夫
控
除
は
死
別
、
離
別
等
の

理
由
に
よ
り
、
家
族
の
生
計
を
支
え
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
に
対
し
て
税
制

上
の
配
慮
を
行
う
仕
組
み
で
あ
る
が
、
未

婚
の
ひ
と
り
親
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
未
婚
の
ひ
と
り
親
で

あ
っ
て
も
、
婚
姻
歴
の
あ
る
親
で
あ
っ

て
も
経
済
的
に
苦
し
い
状
況
は
同
じ
で
あ

り
、
過
去
の
婚
姻
歴
の
有
無
で
区
別
す
る

の
は
不
公
平
と
の
議
論
が
な
さ
れ
、
今

回
、
女
性
の
寡
婦
控
除
と
同
等
の
所
得
控

除
や
個
人
住
民
税
の
非
課
税
措
置
の
対
象

に
加
え
ら
れ
た
。

●
第
36
号　

島
原
市
手
数
料
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
【
可
決
】

Ｑ
個
人
番
号
の
通
知
カ
ー
ド
に
つ
い
て
は

再
交
付
を
し
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
だ
が

今
後
、
紛
失
し
た
方
が
再
交
付
を
受
け
る

場
合
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
い
い
の
か
。

Ａ
通
知
カ
ー
ド
を
紛
失
し
た
場
合
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
て
い
た
だ

く
か
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
入
っ
て
い
る
住

民
票
を
と
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
ご
自

分
の
番
号
は
確
認
で
き
る
。

●
第
42
号　

島
原
市
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
【
可

決
】

Ｑ
減
免
の
対
象
が
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持
者

が
死
亡
し
、
ま
た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ

た
世
帯
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
本
市
に
は

対
象
者
は
い
な
い
と
理
解
し
て
い
い
か
。

Ａ
現
状
で
は
対
象
者
は
い
な
い
。

●
請
願
第
１
号　

「
核
兵
器
禁
止
条

約
」
に
関
す
る
請
願
【
不
採
択
】

【
反
対
討
論
】
・
確
か
に
長
崎
は
被
爆
県

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
核
兵
器
禁
止
条
約
を

す
ぐ
さ
ま
承
認
す
る
こ
と
が
本
当
に
い
い

の
か
ま
だ
わ
か
ら
な
い
部
分
が
あ
る
。

・
世
界
の
情
勢
を
見
た
段
階
で
賛
成
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

【
賛
成
討
論
】
・
核
の
傘
に
依
存
し
て
い

る
世
界
と
い
う
の
は
、
ま
だ
ま
だ
平
和
に

対
し
て
は
発
展
途
上
だ
と
思
う
。
島
原
市

は
非
核
宣
言
都
市
で
あ
り
、
核
兵
器
禁
止

条
約
に
対
し
て
の
署
名
・
批
准
を
求
め
る

意
見
書
を
出
す
行
動
は
言
動
の
一
致
の
証

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
市
民
、
国
民
に
対

し
て
被
爆
県
長
崎
の
一
自
治
体
と
し
て
の

意
思
表
明
、
行
動
だ
と
思
う
。

委
員
会
活
動
報
告

 

総    

務  

委
員
会

 

審
査
件
数
５
件

pick up

個
人
番
号
の
通
知
カ
ー
ド
が
廃
止
さ

れ
る

未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
す
る
税
制
上

の
措
置
及
び
寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
の

見
直
し
を
行
う

pick up

島
原
市
安
全
安
心
基
金
を
設
置
す
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る

pick up

pick up

マイナンバーカード（裏）

マイナンバーカード（表）
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●
第
37
号　

島
原
市
特
定
教
育
・
保
育

施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
【
可
決
】

Ｑ
特
定
地
域
型
保
育
事
業
に
つ
い
て
。

Ａ
本
市
で
は
、
保
育
所
や
認
定
こ
ど
も
園

で
、
０
か
ら
２
歳
児
ま
で
の
受
け
入
れ
が

十
分
な
さ
れ
て
お
り
、
特
定
地
域
型
保
育

事
業
を
認
可
す
る
必
要
が
な
く
、
こ
の
条

例
の
対
象
と
な
る
事
業
所
は
な
い
。

●
第
38
号　

島
原
市
家
庭
的
保
育
事
業

等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
可
決
】

Ｑ
こ
の
条
例
の
概
要
に
つ
い
て
。

Ａ
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
つ
い
て
、
市
が

認
可
す
る
際
の
基
準
を
定
め
た
も
の
。
本

市
に
は
、
こ
の
条
例
の
対
象
と
な
る
家
庭

的
保
育
事
業
等
を
行
う
事
業
所
は
な
い
。

●
第
39
号　

島
原
市
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
【
可
決
】

Ｑ
放
課
後
児
童
支
援
員
は
、
本
市
に
何
名

い
る
の
か
。

Ａ
令
和
２
年
３
月
末
時
点
で
、
資
格
取
得

者
は
36
名
で
あ
る
。

Ｑ
放
課
後
児
童
支
援
員
を
増
や
し
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
る
の
か
。

Ａ
資
格
研
修
受
講
の
機
会
が
あ
れ
ば
、
受

け
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

●
第
40
号　

長
崎
県
病
院
企
業
団
の
共

同
処
理
す
る
事
務
の
変
更
及
び
規
約
の

変
更
に
つ
い
て
【
可
決
】

Ｑ
規
約
変
更
の
概
要
に
つ
い
て
。

Ａ
長
崎
県
病
院
企
業
団
を
構
成
す
る
病
院

の
う
ち
、
奈
留
医
療
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ

て
い
た
事
業
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
廃
止
さ
れ
た
事
業
に
関
す
る
条
文
を

削
除
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

●
第
43
号　

令
和
２
年
度
島
原
市
国
民

健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）
【
可
決
】

Ｑ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
世
帯
を
ど
の
く

ら
い
見
込
ん
で
い
る
の
か
。

Ａ
国
民
健
康
保
険
事
業
に
加
入
す
る
世
帯

が
約
８
千
世
帯
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
約
２

５
０
０
世
帯
を
対
象
と
見
込
ん
で
い
る
。

●
第
44
号　

令
和
２
年
度
島
原
市
後
期

高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

１
号
）
【
可
決
】

Ｑ
還
付
金
対
象
者
の
見
込
み
に
つ
い
て
。

Ａ
現
在
、
被
保
険
者
が
８
２
４
４
名
お

り
、
そ
の
う
ち
１
０
９
８
名
が
対
象
に
な

る
と
見
込
ん
で
い
る
。

●
第
41
号　

令
和
２
年
度
島
原
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）
【
可
決
】

　

予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
億
５
１
４
０
万
円
を
追
加
し
、
予
算

の
総
額
を
２
８
６
億
３
３
５
３
万
円
と

す
る
も
の
。

　

審
査
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
常
任
委

員
会
を
単
位
と
す
る
各
所
管
の
分
科
会

か
ら
の
審
査
報
告
を
行
い
、
そ
の
後
、

総
括
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

Ｑ
道
路
橋
補
修
工
事
の
５
橋
は
ど
こ
か
。

Ａ
大
三
東
の
第
二
大
野
浜
橋
、
津
吹
町
の

長
貫
入
橋
、
湯
江
の
戸
鼻
橋
、
高
島
二
丁

目
の
高
島
１
号
橋
、
西
八
幡
町
の
白
水
川

２
号
橋
で
あ
る
。

教
育
厚
生 

委
員
会

 

審
査
件
数
６
件

pick up

長
崎
県
病
院
企
業
団
で
共
同
処
理
す

る
事
務
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業
及

び
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
に

関
す
る
事
務
を
除
き
、
規
約
を
変
更

す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
し
た
い

pick up

放
課
後
児
童
支
援
員
が
修
了
す
べ
き

研
修
の
実
施
主
体
に
中
核
市
を
加
え

る

pick up

予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

１
４
０
０
万
円
を
追
加
し
、
予
算
の

総
額
を
６
億
５
０
０
４
万
４
千
円
と

す
る

予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

５
千
万
円
を
追
加
し
、
予
算
の
総
額

を
69
億
５
１
６
１
万
８
千
円
と
す
る

予
算
審
査
特
別 

委
員
会

pick up（歳出）

 

交
通
遺
児
に
対
す
る
見
舞
金
の
支

 

給　
　
　
　
　
　

 

　
　

３
０
万
円

 

道
路
橋
の
補
修
工
事
（
５
橋
）　
　
　
　
　

 

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

１
８
０
０
万
円

 

安
中
地
区
自
主
防
災
会
の
備
品
等

 

購
入　
　
　
　
　

 

　

２
０
０
万
円

 

平
成
町
人
工
芝
グ
ラ
ウ
ン
ド
改
修

 

工
事　
　
　

 

１
億
２
７
４
０
万
円

 

審
査
件
数
１
件

 

三
之
沢
地
区
お
祭
り
用
備
品
購
入

 

　
　
　
　
　
　
　

 

　

１
２
０
万
円

pick up
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Ｑ
市
内
の
橋
り
ょ
う
に
つ
い
て
。

Ａ
市
内
に
は
２
６
９
橋
あ
り
、
１
４
２
橋

が
設
置
年
が
不
明
で
あ
る
。
今
後
、
50
年

を
超
え
る
橋
り
ょ
う
が
８
割
、
９
割
に
な

る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。

Ｑ
秩
父
が
浦
公
園
入
口
の
橋
は
結
構
危
な

い
橋
だ
と
認
識
し
て
い
る
が
、
点
検
の
結

果
は
ど
う
か
。

Ａ
鉄
筋
が
腐
食
し
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
破
裂

し
た
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
大
き
な
重
量

物
を
積
ん
だ
車
が
通
る
と
危
険
だ
と
思
わ

れ
る
の
で
修
繕
等
の
対
応
を
行
い
た
い
。

Ｑ
自
主
防
災
に
つ
い
て
は
、
安
中
地
区
は

非
常
に
進
ん
で
い
る
。
ほ
か
の
地
区
に
ど

う
広
げ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
。

Ａ
今
年
度
、
白
山
地
区
を
強
化
地
区
に
お

願
い
し
て
お
り
、
自
主
防
災
会
長
の
代
表

を
推
薦
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
自
主
防

災
会
の
地
区
ご
と
の
会
長
会
議
を
開
催
す

る
予
定
で
あ
り
、
そ
こ
で
地
区
の
自
主
防

災
会
の
再
編
に
つ
い
て
は
、
町
内
会
長
と

は
別
に
自
主
防
災
会
長
を
設
定
し
て
い
た

だ
く
よ
う
お
願
い
し
て
い
る
。

Ｑ
社
会
教
育
指
導
研
修
経
費
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
助
成
事
業
助
成
金
に
つ
い
て
。

Ａ
三
之
沢
地
区
お
祭
り
会
が
実
施
す
る
お

祭
り
用
の
備
品
（
み
こ
し
用
の
鈴
縄
、
衣

装
等
）
の
購
入
に
対
す
る
補
助
で
あ
る
。

Ｑ
平
成
町
人
工
芝
グ
ラ
ウ
ン
ド
改
修
工
事

の
対
象
は
ど
こ
か
。
ま
た
財
源
は
。

Ａ
サ
ッ
カ
ー
コ
ー
ト
２
面
の
う
ち
、
ク
ラ

ブ
ハ
ウ
ス
側
の
１
面
の
人
工
芝
を
張
り
替

え
る
。
全
体
の
事
業
費
１
億
２
４
９
０
万

円
の
う
ち
、
ｔ
ｏ
ｔ
ｏ
の
助
成
を
２
４
０

０
万
円
、
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
の
助
成
を

３
０
０
０
万
円
活
用
し
、
残
り
７
０
９
０

万
円
は
過
疎
対
策
債
を
活
用
す
る
。

Ｑ
そ
の
人
工
芝
は
整
備
を
し
て
か
ら
何
年

に
な
る
の
か
。
改
修
の
必
要
が
あ
る
の
か
。

Ａ
平
成
24
年
４
月
に
供
用
を
開
始
し
て
お

り
、
９
年
と
な
る
。
省
令
で
定
め
て
あ
る

人
工
芝
の
耐
用
年
数
10
年
よ
り
使
用
期
間

が
短
い
が
、
年
間
を
通
じ
て
各
種
大
会
や

合
宿
等
の
誘
致
を
し
て
お
り
、
使
用
頻
度

が
高
い
た
め
、
人
工
芝
の
摩
耗
が
ひ
ど
く

競
技
に
支
障
が
出
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

ま
た
、
今
年
が
各
種
助
成
金
を
確
実
に
活

用
で
き
る
機
会
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

※
第
65
号
議
案
は
委
員
会
付
託
な
し

●
第
65
号　

令
和
２
年
度
島
原
市
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）
【
可
決
】

　

予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
６

０
９
６
万
円
を
追
加
し
、
予
算
の
総
額
を

２
８
６
億
９
４
４
９
万
円
と
す
る
も
の
。

●
松
坂
昌
應
議
員
に
対
す
る
懲
罰
動
議　

【
１
日
間
の
出
席
停
止
】

　
懲
罰
動
議
が
提
出
さ
れ
た
理
由
と
経
緯

・
本
会
議
場
に
お
い
て
携
帯
ス
マ
ホ
に
よ

り
許
可
な
く
写
真
撮
影
を
行
い
議
事
進

行
の
妨
害
を
行
っ
た
。
ま
た
、
本
日
開
会

前
に
開
催
し
た
議
会
運
営
委
員
会
に
お
い

て
、
先
日
の
総
務
委
員
会
の
件
に
つ
い
て

松
坂
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
誓
約
書
に

は
、
市
議
会
会
議
規
則
を
順
守
す
る
と
の

文
言
も
入
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
辞
職

勧
告
や
懲
罰
委
員
会
の
話
も
あ
っ
た
中

で
、
議
事
進
行
に
差
し
障
り
の
あ
る
行
動

を
と
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
開
会
前
の
議

会
運
営
委
員
会
の
内
容
や
、
こ
れ
ま
で
の

松
坂
議
員
へ
の
幾
度
か
の
懲
罰
の
結
果
を

踏
ま
え
て
、
今
回
は
慎
重
に
議
論
を
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

懲
罰
を
科
す
か
ど
う
か
の
協
議
内
容

・
今
回
の
件
は
き
っ
か
け
で
あ
り
、
そ
の

前
の
段
階
か
ら
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
し
か
も

誓
約
書
を
出
し
た
す
ぐ
後
に
ま
た
同
じ
事

を
や
る
と
、
積
み
重
な
っ
て
き
て
い
る
。

・
議
会
運
営
委
員
会
の
件
は
別
と
し
て
、

カ
メ
ラ
の
件
の
み
で
議
論
し
て
ほ
し
い
。

・
今
朝
、
「
今
後
の
自
分
の
行
動
を
見
て

ほ
し
い
。
絶
対
に
し
な
い
。
」
と
い
う
こ

と
で
誓
約
書
を
提
出
し
て
い
る
。
本
当
に

反
省
し
て
い
る
の
か
。

・
何
か
し
ら
の
懲
罰
が
必
要
と
考
え
る
。

・
辞
職
勧
告
決
議
は
懲
罰
に
入
ら
な
い
。

懲
罰
の
種
類
に
つ
い
て
の
意
見

・
辞
職
勧
告
決
議
案
は
懲
罰
と
は
全
く
別

で
、
議
案
を
出
し
て
審
議
し
、
議
決
を
諮

る
も
の
。
辞
職
勧
告
決
議
案
に
は
法
的
な

拘
束
力
は
な
い
。

・
議
場
に
お
け
る
戒
告
は
意
味
が
な
い
。

議
場
に
お
け
る
陳
謝
も
前
回
や
っ
た
が
反

省
の
姿
勢
が
な
い
。
除
名
に
つ
い
て
は
、

有
権
者
か
ら
推
薦
を
受
け
て
議
員
に
な
ら

れ
て
い
る
の
で
、
簡
単
に
辞
め
さ
せ
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
。

・
一
定
期
間
の
出
席
停
止
を
求
め
た
い
。

・
出
席
停
止
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
本
日

が
最
終
日
な
の
で
１
日
間
と
な
る
。

　

懲
罰
の
種
類
は
、

①
公
開
の
議
場
に
お
け
る
戒
告

②
公
開
の
議
場
に
お
け
る
陳
謝

③
一
定
期
間
の
出
席
停
止

④
除
名

と
あ
り
ま
す
が
、
審
査
の
結
果
、
「
１
日

間
の
出
席
停
止
」
の
懲
罰
が
賛
成
多
数
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
に
対
し
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
る
子
育
て
負
担
の
増
加
や
収

入
の
減
少
に
対
す
る
支
援
を
行
う
た

め
臨
時
特
別
給
付
金
の
給
付
を
行
う

pick up（歳出）

 

審
査
件
数
１
件

懲
罰
特
別 

委
員
会


